
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

�

入
会
説
明
会

　
60
歳
以
上
の
元
気
な
シ
ニ
ア
を

大
募
集
。
セ
ン
タ
ー
概
要
や
入
会

手
順
を
説
明
後
、
面
談
の
う
え
、

仕
事
の
紹
介
を
行
い
ま
す
。
働
く

こ
と
を
通
し
て
社
会
活
動
に
参
加

し
ま
せ
ん
か
。
た
く
さ
ん
の
仲
間

が
待
っ
て
い
ま
す
。
日
程
が
合
わ

な
い
場
合
は
セ
ン
タ
ー
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

日
時　
１
月
17
日（
水
）　

　
　
　
午
前
10
時
～
11
時

場
所　
そ
ぴ
あ
し
ん
ぐ
う

問
い
合
わ
せ
先

　
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
９
６
３
─４
８
９
０（
直
）

令
和
５
年
分
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
の
発
送
に
つ
い
て

　
年
金
受
給
者
が
確
定
申
告
す
る

場
合
、
令
和
５
年
中
の
年
金
受
給

額
を
証
明
す
る
源
泉
徴
収
票
の
提

示
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
１
月
中
旬
よ
り
順
次
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
の
源

泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
お
手
元
に
届
い
た
ら
確
定
申
告

を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、 

障
害
年
金
、
遺
族
年
金

の
受
給
者
に
は
源
泉
徴
収
票
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。
例
外
と
し
て
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
か
ら
社
会

保
険
料（
国
民
健
康
保
険
税
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
）を

徴
収
さ
れ
て
い
る
人
は
、
２
月
１

日
以
降
に
役
場
住
民
課
に
個
別
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
先（
紛
失
し
た
場
合

の
再
交
付
の
依
頼
先
）

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

　
☎
０
５
７
０
─

　
　
０
５
─１
１
６
５

無
料
法
律
相
談

　
法
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
複

雑
な
問
題
に
対
し
、
弁
護
士
が
適

切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

　
相
談
は
予
約
が
必
要
で
す
。

日
時　
１
月
15
日（
月
）

　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

※
１
人
当
た
り
30
分

場
所　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　
原
則
町
内
在
住
の
人

※ 

裁
判
所
で
訴
訟
中
の
も
の
、
弁

護
士
に
依
頼
済
み
の
も
の
は
受

付
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ひ
と

つ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
１
回

の
利
用
に
限
り
ま
す
。

定
員　
６
人（
先
着
順
）

申
込
受
付
開
始
日

　
１
月
４
日（
木
）

申
込
方
法　
窓
口
ま
た
は
電
話

問
い
合
わ
せ
先

　
町
社
会
福
祉
協
議
会　

　
☎
９
６
３
─０
９
２
１（
直
）

地
域
住
民
参
加
型
公
演

　
（
公
財
）新
宮
町
文
化
振
興
財

団
で
は
、
地
域
の
み
な
さ
ん
と
と

も
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
の
創
作
、上
演
に
挑
戦
し
ま
す
。

ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時　
２
月
18
日（
日
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
開
場

　
　
　
２
時
開
演

場
所　

　
そ
ぴ
あ
し
ん
ぐ
う
大
ホ
ー
ル

演�

目　
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル『
時
を
超

え
る
ネ
コ
２
０
２
４
』

チ
ケ
ッ
ト
販
売
開
始
日　

　
１
月
13
日（
土
）

料
金（
全
席
自
由
）

　
一
般
１
、５
０
０
円

　
４
歳
～
高
校
生
５
０
０
円

※
３
歳
以
下
は
ひ
ざ
上
鑑
賞
無
料

チ
ケ
ッ
ト
の
お
求
め
・
問
い
合
わ

せ
先　
そ
ぴ
あ
し
ん
ぐ
う

　
☎
９
６
２
─５
５
５
５

　

 （
受
付 

午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
／
月
曜
日
を
除
く
）　

　

 

本
事
業
は
宝
く
じ
の
助
成
金
に

よ
り
実
施
し
ま
す
。
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「１１０番」は事件・事故の緊急通報専用電話です。
１１０番映像通報システムの紹介

　１１０番映像通報システムとは、音声だけで把
握が難しい事件・事故などの現場の状況をスマー
トフォンなどのカメラ機能などを用いて映像や画
像を警察に送信できるシステムです。
　１１０番通報をすると警察本部通信指令室が受
理し、映像通報の必要性を認めた場合は、まず通
報者に映像通報の協力依頼（ワンタイム URL 送
信）があります。送信された URL にアクセス後に
ログインすると、留意事項などの説明（同意）後に
撮影開始（映像送信）となります。

（通報者による撮影で、現場の映像をリアルタイ
ムで受信可能）
※ 映像などの送信に係るデータ通信料金は通報者

の負担となります。

　緊急の対応を要さない相談・要望などは次の各
種相談専用電話をご利用ください。
　○警察専用相談電話　♯９１１０
　○性犯罪被害相談電話　♯８１０３
　○交通事故証明や運転経歴証明
　　☎５６４－３６４４
問い合わせ先　粕屋警察署　☎９３９－０１１０

�１月１０日は「１１０番の日」��１月１０日は「１１０番の日」�
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文
化
講
演
会
の
お
知
ら
せ

　
【「
う
ち
の
パ
パ
は
お
笑
い
芸

人
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
」
～
実
は
芸
人

っ
て（
仮
）】を
テ
ー
マ
に
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
１
月
13
日（
土
）

　
　
　
午
後
２
時
～

会
場　

 

そ
ぴ
あ
し
ん
ぐ
う
多
目
的

ホ
ー
ル

※
入
場
無
料

講�

師　
あ
べ
て
つ
あ
き
さ
ん

　

 （
よ
し
も
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
所
属
）

問�

い
合
わ
せ
先　

町
文
化
協
会

（
そ
ぴ
あ
し
ん
ぐ
う
内
）

　
☎
０
８
０
─

　
　
２
７
１
３
─８
１
０
０

※ 

毎
週
木
曜
日
・
第
１
土
曜
日
の

午
前
９
時
～
午
後
１
時

博
多
座
町
民
半
額
観
劇
会

　
山
崎
育
三
郎
ほ
か
が
出
演
す
る

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル「
ト
ッ
ツ
ィ
ー
」

を
観
劇
し
ま
せ
ん
か
。 

公
演
日
時　

○
正
午
～

　
 

３
月
11
日（
月
）、
12
日（
火
）、

13
日（
水
）、
18
日（
月
）、
22
日

（
金
）

○
午
後
５
時
～

　

 

３
月
８
日（
金
）、
９
日（
土
）、

12
日（
火
）、
15
日（
金
）、
19
日

（
火
）

場�

所　
博
多
座（
福
岡
市
博
多
区

下
川
端
町
２
─１
）

定�

員　
各
回
30
人（
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

料
金　
Ａ
席
７
、７
５
０
円

取�

扱
手
数
料　
１
枚
４
０
０
円
、

２
枚
７
０
０
円

※
別
途「
振
替
手
数
料
」が
必
要

申�

込
方
法　
63
円
は
が
き
に
希

望
公
演
日
時（
１
通
１
公
演
の

み
）、
参
加
人
数（
２
人
ま
で
）、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
電
話
番
号
を
記
入
し
１
月

19
日（
金
）ま
で
に
郵
送（
消
印

有
効
）

申
込
先　
〒
８
１
０
─８
７
９
９

　

 

日
本
郵
便
㈱
福
岡
中
央
郵
便
局

留「
町
民
半
額
会
」宛

当
選
ハ
ガ
キ
発
送　

　
１
月
26
日（
金
）ご
ろ

問
い
合
わ
せ
先　

　
（
公
社
）日
本
演
劇
興
行
協
会

　
町
民
半
額
会
事
務
局

　
☎
７
５
１
─８
２
５
８

　

 （
月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
10

時
～
午
後
６
時
）

町
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

�

（
お
ね
が
い
会
員
募
集
）

　
町
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
で
は
、
育
児
の
援
助
が

で
き
る「
ま
か
せ
て
会
員
」と
育

児
の
援
助
を
受
け
た
い「
お
ね
が

い
会
員
」を
つ
な
げ
る
役
割
を
し

て
い
ま
す
。
一
時
預
か
り
や
送
迎

な
ど
を
ま
か
せ
て
会
員
へ
依
頼
で

き
ま
す
。
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

ま
か
せ
て
会
員
や
お
ね
が
い
会

員
に
な
る
に
は
、
受
講
が
必
要
で

す
。
受
講
の
予
約
は
電
話
ま
た
は

窓
口
で
お
ね
が
い
し
ま
す
。

○
こ
ん
な
と
き
に
利
用
で
き
ま
す

１ 

．
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校

な
ど
の
送
迎
、
お
よ
び
そ
の
後

の
預
か
り

２
．
就
職
活
動
の
と
き

３ 

．
映
画
鑑
賞
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

な
ど
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
い
と
き

４
．
冠
婚
葬
祭
の
と
き

５ 

．
参
観
日
、
病
院
、
美（
理
）容

院
な
ど
子
ど
も
を
連
れ
て
出
か

け
に
く
い
と
き

○ 

利
用
す
る
に
は
会
員
登
録
が
必

要
で
す

《
お
ね
が
い
会
員
》

対
象

・
町
内
在
住
ま
た
は
勤
務
の
人

・ 

生
後
６
か
月
～
小
学
６
年
生
ま

で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
人

・  

セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
講
習
を

修
了
し
た
人

登�

録
方
法　
セ
ン
タ
ー
へ
講
習
の

申
し
込
み
を
し
、
１
時
間
程
度

の
講
習
を
受
講
後
、
登
録
書
類

を
記
入

※ 

詳
し
く
は
町
社
会
福
祉
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

 

町
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

　
☎
６
９
２
─９
６
２
２

ひ
と
り
親

�

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
対
象

に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
と
連
携

し
た
就
業
支
援
や
養
育
費
相
談
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
支
援
を

希
望
す
る
人
は
、
お
電
話
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
新
た
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相

談
窓
口
を
開
設
し
た
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○ 

就
業
支
援　
来
所
相
談
と
出
張

相
談（
随
時
受
付
）

○
養
育
費
相
談　

　

 

相
談
内
容
に
よ
っ
て
、
弁
護
士

相
談
ク
ー
ポ
ン（
１
時
間
無
料

相
談
券
）を
発
行
し
ま
す
。

○
無
料
弁
護
士
相
談（
要
予
約
）

日
時　
毎
月
第
１
水
曜
日

　
　
　
午
後
１
時
～
３
時

　
　
　
毎
月
第
２
・
４
水
曜
日

　
　
　
午
後
６
時
～
８
時

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

 

ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
５
８
４
─３
９
３
１

　

 

月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
、
毎
週
土
曜
日
と

第
１
・
第
３
日
曜
日
の
午
前
９

時
～
午
後
４
時（
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

※ 

相
談
は
終
了
30
分
前
ま
で
に
受

付
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

　

 

ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
▼
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香
椎
税
務
署
か
ら
の

�
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

　
令
和
５
年
分
の
確
定
申
告
が
始

ま
り
ま
す
。
ス
マ
ホ
で
自
宅
か
ら

も
で
き
る
便
利
な
ｅ
─Ｔ
Ａ
Ｘ
申

告
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
確
定
申
告
会
場

　

 

来
場
す
る
場
合
は「
入
場
整
理

券
」が
必
要
で
す
。
国
税
庁
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ

る
事
前
発
行
を
行
い
ま
す
。
会

場
配
布
も
行
い
ま
す
が
、
配
布

状
況
に
応
じ
て
早
め
に
受
付
を

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

期
間　
２
月
16
日（
金
）～

　
　
　
３
月
15
日（
金
）

※ 

土
曜
日・日
曜
日・祝
日
を
除
く
。

※ 

２
月
25
日（
日
）は
臨
時
開
設
。

時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所　
香
椎
税
務
署

　

 （
福
岡
市
東
区
千
早
６
─２
─１
）

※ 

駐
車
場
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

公
共
交
通
機
関
ま
た
は
周
辺
の

有
料
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
ス
マ
ホ
申
告
会
場　

　

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た

申
告
説
明
会
兼
申
告
会
を
開
催

し
ま
す
。
来
場
を
希
望
す
る
人

は
香
椎
税
務
署
に
事
前
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。

日
時　
２
月
６
日（
火
）　

　
　
　
午
後
２
時
～
６
時

場
所　
そ
ぴ
あ
し
ん
ぐ
う

　
　
　
２
階
研
修
室

申
込
期
間　
１
月
４
日（
木
）～

　
　
　
　
　
２
月
５
日（
月
）

申
込
先　
香
椎
税
務
署

必�

要
な
も
の　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド　

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
時

に
設
定
し
た
２
種
類
の
パ
ス
ワ

ー
ド
を
使
用
し
ま
す
。
事
前
に

確
認
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
香
椎
税
務
署　

　
☎
６
６
１
─１
０
３
１

※ 

近
隣
の
他
市
町
で
開
催
さ
れ
る

ス
マ
ホ
申
告
会
に
も
参
加
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

福
岡
共
同
公
文
書
館

�

施
設
見
学
会

　
普
段
は
公
開
し
て
い
な
い
公
文

書
の
保
存
庫
や
作
業
室
な
ど
、
バ

ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
巡
り
ま
す
。
ま
た

展
示
室
で
の
解
説
も
併
せ
て
行
い

ま
す
。
現
在
、
常
設
展「
戦
後　

福
岡
の
あ
ゆ
み
」を
開
催
中
で
す

の
で
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
26
日（
金
）

○
第
１
回　
午
前
10
時
～
11
時

　
受
付　
午
前
９
時
30
分
～

○
第
２
回　
午
後
２
時
～
３
時

　
受
付　
午
後
１
時
30
分
～

定
員　
20
人（
要
事
前
申
込
）

参
加
費　
無
料

問
い
合
わ
せ
先

　
☎
９
１
９
─６
１
６
６

　
FAX
９
１
９
─６
１
６
８

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

 https://kobunsyokan.
pref.fukuoka.lg.jp/

地
雷
撤
去
の
た
め
書
損
じ

ハ
ガ
キ
を
集
め
て
い
ま
す

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
地
雷
被
害
を
な

く
す
た
め
、
書
損
じ
ハ
ガ
キ
な
ど

を
集
め
て
換
金
し
、
地
雷
撤
去
団

体
へ
の
寄
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ハ
ガ
キ
２
～
３
枚
で
１
㎡
の
地

雷
撤
去
費
用
に
か
わ
り
ま
す
。

対
象
品

　
 

書
損
じ
・
未
使
用
の
ハ
ガ
キ
、

未
使
用
の
切
手
・
テ
レ
ホ
ン
カ

ー
ド
、Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
な
ど

受
付
締
切
日

　
３
月
31
日（
日
）必
着

問
い
合
わ
せ
・
送
付
先

　
〒
８
１
４
─０
０
０
２

　
福
岡
市
早
良
区
西
新
１
─７
─

　
１
０
─７
０
２　

　

 （
一
財
）カ
ン
ボ
ジ
ア
地
雷
撤

去
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
☎
８
３
３
─７
５
７
５

　令和５年度に改定された福岡県の最低賃金は次のとおりです。

地域別最低賃金
福岡県最低賃金 １時間９４１円

特定最低賃金
 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業

１時間１,０５３円

 電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

１時間１,０１９円

輸送用機械器具製造業 １時間１,０２９円
百貨店・総合スーパー １時間９４５円
自動車（新車）小売業 １時間１,０２８円

問い合わせ先　福岡労働局労働基準部監督課賃金室　☎４１１－４５７８
　　　　　　　ホームページ　https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/　

※ これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福
岡県最低賃金（１時間９４１円）が適用されます。

※ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・
アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に
適用されます。

※ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
時間外労働・休日労働などの割増賃金、賞与、臨
時の賃金は算入されません。

※ 月給制の場合は、月給を１か月平均の所定労働
時間で除して金額を比較してください。

※ 派遣労働者には、派遣先の事業場における最低
賃金額が適用されます。

最低賃金改定のお知らせ
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　彫刻、絵画、建物など歴史的に後世に残さな
ければいけないものを、国は「文化財」として定
め、保護しています。昭和２４年１月２６日に、
法隆寺の金堂で発生した火災により国宝が焼失
したことをきっかけに文化財保護法が制定され
ました。昭和３０年からは１月２６日を「文化財
防火デー」とし、防火設備の点検や整備、消防
演習など文化財を火災から守る運動を展開して
います。
　近年の文化財の火災は、沖縄県那覇市の首里
城やフランスのノートルダム寺院などが記憶に
新しいところです。
　町内にも国の重要文化財の指定を受けた「横
大路家住宅（千年家）」があります。文化財周辺
は条例で火気の取扱い制限がありますが、それ
以外の場所においても、喫煙や花火をしない、
ごみや紙くずを捨てないなど、火災予防へのご
協力をおねがいします。

「文化財防火デー」は「文化財防火デー」は
今年で70回目を迎えます今年で70回目を迎えます

「文化財防火デー」は「文化財防火デー」は
今年で70回目を迎えます今年で70回目を迎えます

　
先
日
、
脇
の
下
が
ピ
リ
ピ
リ
痛

く
な
り
、
手
の
先
ま
で
し
び
れ
る

よ
う
な
感
覚
が
…
。
タ
イ
ム
リ
ー

に
も
帯
状
疱
疹
の
記
事
を
読
ん
だ

後
だ
っ
た
の
で
急
い
で
皮
膚
科
に

行
き
ま
し
た
。
結
果
帯
状
疱
疹
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
早
期
受

診
に
よ
っ
て
神
経
や
血
管
の
圧
迫

に
よ
る
も
の
と
わ
か
り
、
投
薬
の

み
で
済
ん
だ
の
で「
な
ん
か
変
だ

な
」と
思
っ
た
ら
放
置
せ
ず
に
病

院
に
行
こ
う
と
改
め
て
思
い
ま
し

た
。

　
ち
な
み
に
原
因
は
娘
を
抱
っ
こ

し
す
ぎ
た
こ
と
の
よ
う
で
、
年
末

年
始
で
悪
化
し
そ
う
…
と
お
び
え

て
い
ま
す
。�

（
藤
野
）

　12月９日にそぴあしんぐうで
行われたしめ縄づくりの講座で
笑顔の参加者を撮影しました。
どこに何を置こうかと悩みなが
らも、しめ縄にお正月らしい装
飾やプリザーブドフラワーなど
思い思いの飾りをつけて、世界
に一つだけのしめ縄を完成させ
ていました。華やかで楽しいお
正月になりそうですね♪

性犯罪 ０件 強盗 ０件

ひったくり ０件 乗り物盗 ９件

空き巣など ０件 自販機ねらい ０件

車ねらい １件 万引き １件

合　　計 １１件

人　口 ３３,２４７人 （－３０）

男　性 １６,０４４人 （－１８）

女　性 １７,２０３人 （－１２）

世帯数 １３,７１６世帯 （－１２）

出　生 １７人 死　亡 ３１人

※（　）内は前年比
飲酒運転を見かけたら、すぐに１１０番しましょう。

町内の犯罪件数 （１０月）

町内の交通事故件数  （１０月末現在）

　本誌に掲載している情報は、12月12
日現在のものです。催しなどは都合に
より、中止もしくは延期または変更と
なる場合があります。

人の動き （１１月末現在）

１０月中 累計（１月～１０月）

件数 １８（＋６） １６３（＋５）

内�高齢者の事故 ２（±０） ４０（－２）

死者数 ０（±０） １（＋１）

負傷者数 ２７（＋１１） ２２７（＋２０）

笑
顔
笑
顔あ

ふ
れ
る

あ
ふ
れ
る

一
年
に

一
年
に

活動する３３,０００人のまちづくり情報誌
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今月の表紙


